
 

船舶インシデント調査報告書 

平成２９年８月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年１０月１３日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 北海道えりも町庶
しょ

野
や

漁港東北東方沖 

 庶野港外東防波堤南灯台から真方位０７５°６.９海里付近 

 （概位 北緯４２°０４.０′ 東経１４３°２７.０′） 

インシデントの概要 漁船第三十三日
にっ

東
とう

丸は、南進中、主機の運転ができなくなり、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２９年１月２５日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三十三日東丸、３１７トン 

１２８５９１、日東水産株式会社 

 乗組員等に関する情報 機関長、四級海技士（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２ 

海象：波高 約２ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか７人が乗り組み、主機を回転数毎分

（rpm）約６５０として庶野漁港東北東方沖を南進中、主機に異音及

び振動が発生するようになり、主機の回転数を約５００rpm に下げた

ものの改善されず、主機の運転ができなくなった。 

 本船は、平成２８年１０月１３日０７時３０分ごろ、船長が自力で

の航行を断念し、近くで操業中の僚船にえい
．．

航され、１８時５０分ご

ろ青森県八戸市八戸港に入港した。 

 主機は、機関製造会社及び修理業者が開放して点検を行った結果、

７番シリンダの排気弁弁棒１本の弁傘部が欠損し、その他の排気弁弁

棒及び吸気弁弁棒も曲損していること、過給機のタービン翼が欠損し

ていることなどが認められた。 

分析 本船は、庶野漁港東北東方沖を南進中、主機７番シリンダの排気弁

弁棒の弁傘部が欠損したことから、欠損した破片が過給機に入り込ん

でタービン翼が損傷し、主機の運転ができなくなって運航不能となっ

たものと考えられる。  

原因  本インシデントは、本船が、庶野漁港東北東方沖を南進中、主機７

番シリンダの排気弁弁棒の弁傘部が欠損したため、欠損した破片が過

給機に入り込んでタービン翼が損傷し、主機の運転ができなくなった

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



 

られる。 

 ・吸気弁及び排気弁は、使用時間の管理を行い、定期的に交換する

ことが望ましい。 

 


